
大田市告示第８６号 

 

大田市地域活動支援センター事業実施要綱（平成１８年大田市告示第６

８号）の一部を次のように改正する。 

 

令和５年５月１日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

第４条中「、地域活動支援センターⅠ型については」及び「地域活動支

援センターⅡ型については、主として」を削る。 

第７条中第１項中「、ただし、利用者が、生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）の適用を受ける世帯に属する場合は、無料とする」を削り、

同項の表を次のように改める。 

地域活動支援センターⅠ型・Ⅱ型 無料 

第７条第２項を削る。 

第８条第１項中「地域活動支援センターⅠ型」を「地域活動支援センタ

ー」に改め、同条第２項を削る。 

第９条及び第１０条を削り、第１１条を第９条とし、第１２条を第１０

条とする。 

様式第１号及び様式第２号を削る。 

 

附 則 

この告示は、令和５年５月１日から施行し、令和５年４月１日から適用

する。 


